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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人形玩具を構成する玩具部品であって、
　第１の部品と、
　第２の部品と、
　前記第１の部品と前記第２の部品との位置関係を制御する構造体と、
　前記第１の部品と前記第２の部品とを接続する接続部材と
を備え、
　前記接続部材は、前記第２の部品の突起部と接続するための接続孔を有し、
　前記接続孔は、前記第１の部品と前記第２の部品との位置関係が第１の位置関係にある
場合に前記突起部と接続される第１の孔と、前記第１の部品と前記第２の部品との位置関
係が第２の位置関係にある場合に前記突起部と接続される第２の孔とを組み合わせた形状
を有し、
　前記接続孔が、前記第１の孔において前記突起部と接続されている間において、前記第
１の位置関係が維持され、前記第２の孔において前記突起部と接続されている間において
、前記第２の位置関係が維持され、
　前記接続部材は、前記第１の部品の軸部と第１の回動面において回動可能に接続され、
　前記接続部材は、前記接続孔を介して、前記第２の部品と前記第１の回動面と垂直で、
前記軸部と平行な第２の回動面において回動可能に接続される、玩具部品。
【請求項２】
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　前記第１の位置関係における前記第１の部品と前記第２の部品との距離は、前記第２の
位置関係における前記第１の部品と前記第２の部品との距離よりも短い、請求項１に記載
の玩具部品。
【請求項３】
　前記距離は、前記人形玩具の高さ方向の距離である、請求項２に記載の玩具部品。
【請求項４】
　前記第１の部品と前記第２の部品との内側に内部部品を更に備え、
　前記内部部品は、前記第２の位置関係において、前記第１の部品と前記第２の部品との
離間により生じた隙間から視認可能に配置される請求項２または３に記載の玩具部品。
【請求項５】
　前記構造体は、前記第１の部品及び前記第２の部品よりも前記人形玩具の内側に位置す
る、請求項１から４のいずれか１項に記載の玩具部品。
【請求項６】
　前記第２の部品の前記突起部の外形は円形であり、
　前記接続部材は、前記突起部を軸として前記第２の回動面において回動する、請求項１
から５のいずれか１項に記載の玩具部品。
【請求項７】
　前記接続孔は、ひょうたん形状を有し、前記ひょうたん形状のくぼみ部分の径は、前記
第１の孔及び前記第２の孔の直径よりも短い請求項１から６のいずれか１項に記載の玩具
部品。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか１項に記載の玩具部品を有する人形玩具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、玩具部品及び人形玩具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、人形玩具の胴体部、腕部、脚部等の各部位に関節構造を設けることが
記載されている。ユーザは、このような人形玩具を所望の姿勢にすることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開平１－１３８４９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、人形玩具の変形を維持しつつ、姿勢を変化させることを可能とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するための本発明は、人形玩具を構成する玩具部品であって、
　第１の部品と、
　第２の部品と、
　前記第１の部品と前記第２の部品との位置関係を制御する構造体と、
　前記第１の部品と前記第２の部品とを接続する接続部材と
を備え、
　前記接続部材は、前記第２の部品の突起部と接続するための接続孔を有し、
　前記接続孔は、前記第１の部品と前記第２の部品との位置関係が第１の位置関係にある
場合に前記突起部と接続される第１の孔と、前記第１の部品と前記第２の部品との位置関
係が第２の位置関係にある場合に前記突起部と接続される第２の孔とを組み合わせた形状
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を有し、
　前記接続孔が、前記第１の孔において前記突起部と接続されている間において、前記第
１の位置関係が維持され、前記第２の孔において前記突起部と接続されている間において
、前記第２の位置関係が維持され、
　前記接続部材は、前記第１の部品の軸部と第１の回動面において回動可能に接続され、
　前記接続部材は、前記接続孔を介して、前記第２の部品と前記第１の回動面と垂直で、
前記軸部と平行な第２の回動面において回動可能に接続される。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、人形玩具の変形を維持しつつ、姿勢を変化させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施形態に対応する人形玩具の一例を示す図。
【図２】実施形態に対応する人形玩具の胴体部を構成する玩具部品の正面の構成及び変形
例の一例を示す図。
【図３】実施形態に対応する人形玩具の胴体部を構成する玩具部品の背面の構成及び変形
例の一例を示す図。
【図４】実施形態に対応する玩具部品の断面及び玩具部品を構成するパーツの一例を示す
図。
【図５】実施形態に対応する人形玩具の胴体部の変形及び姿勢の変化に対応する玩具部品
の断面の一例を示す図。
【図６】実施形態に対応する玩具部品の背面パーツの一例を示す図。
【図７】実施形態に対応する玩具部品の背面パーツの接続例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、添付図面を参照して実施形態を詳しく説明する。尚、以下の実施形態は特許請求
の範囲に係る発明を限定するものではなく、また実施形態で説明されている特徴の組み合
わせの全てが発明に必須のものとは限らない。実施形態で説明されている複数の特徴うち
二つ以上の特徴が任意に組み合わされてもよい。また、同一若しくは同様の構成には同一
の参照番号を付し、重複した説明は省略する。また、各図において、紙面に対する上下左
右方向を、本実施形態における部品（またはパーツ）の上下左右方向として、本文中の説
明の際に用いることとする。
【０００９】
　まず、本実施形態に対応する人形玩具の外観の一例を図１に示す。図１は、実施形態に
係る人形玩具１００を示す模式図である。人形玩具１００は、頭部１１０、胸部上方部（
或いは単に胸部）１１２、胸部下方部（或いは腹部）１１３、腰部１１４、脚部１１５お
よび腕部１１６を備える。個々の部位１１０～１１６は、隣接する部位に対して回動（或
いは揺動）可能に支持される。例えば、頭部１１０は胸部１１２に対して回動可能に支持
され、腹部１１３は腰部１１４に対して回動可能に支持され、脚部１１５は腰部１１４に
対して回動可能に支持され、また、腕部１１６は胸部１１２に対して回動可能に支持され
る。また、詳細については後述とするが、腹部１１３は変形が可能に構成され、かつ、変
形の前後において姿勢を変更可能に構成される。
【００１０】
　このようにして人形玩具１００の各部位には関節構造が設けられており、ユーザ（例え
ば、人形玩具１の所有者）は、このような人形玩具１００を、例えば左右に屈曲した姿勢
等、所望の姿勢にすることができる。また、詳細については後述とするが、人形玩具１０
０は装飾部品１１７を付随的に備え、この装飾部品１１７は胸部１１２背面側に取り付け
られる。
【００１１】
　尚、本明細書においては、各部位の位置関係を説明するのに際して、前（前方）、後（
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後方）、左（左側方）、右（右側方）、上（上方）、下（下方）等と記載する場合がある
が、これらの表現は人形玩具１を基準とした相対的なものである。例えば、前は人形玩具
１００正面側に対応し、後は人形玩具１００背面側に対応する。
【００１２】
　次に図２を参照して、腹部の構造の一例を示す。図２は、腹部の正面を、参照番号１１
３Ａから１１３Ｄまでの４つの形態において示す。参照番号１１３Ａは腹部１１３が上方
向に展開していない変形前の状態を示している。これを第１の形態という。参照番号１１
３Ｂは、腹部１１３が上方に展開して、脇から透明部品２０１が露出するように変形した
状態となっている。これを第２の形態という。参照番号１１３Ｃ及び１１３Ｄは、それぞ
れ第２の形態における腹部１１３が左右に屈曲して姿勢が変化した状態を示している。図
２では省略しているが、第１の形態においても、左右に屈曲して姿勢を変化させることが
可能であり、本実施形態は当該形態を含む。以下、同様である。
【００１３】
　次に図３を参照して、腹部の背面の構成の一例を示す。図３は、腹部の背面を参照番号
１１３Ａから１１３Ｄまでの４つの形態において示す。参照番号は図２と共通であり、参
照番号１１３Ａは腹部１１３が上方向に展開していない第１の形態における変形前の状態
を示している。参照番号１１３Ｂは、腹部１１３が上方に展開した第２の形態において、
脇から透明部品２０１が露出するように変形した状態となっている。参照番号１１３Ｃ及
び１１３Ｄは、それぞれ第２の形態における腹部１１３が左右に屈曲して姿勢が変化した
状態を示している。
【００１４】
　腹部１１３は、背面に第１のパーツ３０１、第２のパーツ３０２及び接続パーツ３０３
を含む。第１のパーツ３０１と第２のパーツ３０２とは参照番号１１３Ａに示す第１の形
態においては、互いに隣接し合う距離に配置されるが、参照番号１１３Ｂから１１３Ｄに
示す第２の形態においては離間して配置され、離間により生じた第１のパーツ３０１と第
２のパーツとの隙間から透明部品２０１を視認可能となる。
【００１５】
　接続パーツ３０３は、第１のパーツ３０１と第２のパーツ３０２とを接続し、その位置
関係を保持するためのロック部材である。第１のパーツ３０１は接続パーツ３０３の上側
の係合部と係合し、第２のパーツ３０２は接続パーツ３０３の下側の結合孔と結合する。
これにより、接続パーツ３０３によるロック状態において、腹部の変形状態を第１の形態
、又は、第２の形態において安定して保持する。第１のパーツ３０１はロック状態におい
て、第１の形態及び第２の形態において腹部の変形状態を保持する一方で、左右への屈曲
動作による姿勢変化を妨げないように構成されている。詳細は後述する。
【００１６】
　図４（Ａ）は、図２の腹部１１３Ｄの線Ａ－Ａを通る、図面に平行な面を切断面とした
断面図であり、断面を正面から見た図である。図４（Ｂ）は、図４（Ａ）において参照番
号を付したパーツを分離して示した図である。
【００１７】
　図４（Ａ）の断面におけるパーツ４０１、４０２、４０３、４０４が互いに連結し合っ
て構造体を形成し、当該構造体と接続された第１のパーツ３０１及び第２のパーツ３０２
との位置関係を制御し、腹部１１３が左右に屈曲して姿勢を変更可能に構成される。パー
ツ４０１の下部には、連結部４０１Ａｒ及び４０１Ａｌが配置され、これがパーツ４０２
の上側の連結部４０２Ａｒと４０２Ａｌと回動可能に結合する。更に、パーツ４０２の下
側の連結部４０２Ｂｒと４０２Ｂｌとが、パーツ４０３の上側の連結部４０３Ａｒ、４０
３Ａｌと回動可能に連結する。更に、パーツ４０３の下側の連結部４０３Ｂｒと４０３Ｂ
ｌとが、パーツ４０４の上側の連結部４０４Ａｒ、４０４Ａｌと回動可能に連結する。
【００１８】
　これにより、腹部１１３は、パーツ４０２の４０２Ｂｒ、４０２Ｂｌと、パーツ４０３
の４０３Ａｒ、４０３Ａｌとで構成される角度に応じて、パーツ４０１とパーツ４０４と
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の距離を変更して腹部１１３を変形させたり、パーツ４０４に対するパーツ４０１の傾き
を変更して腹部１１３の姿勢を変化させたりすることができる。
【００１９】
　図５は、図２に対応する状態遷移をパーツ４０１から４０４からなる構造体の断面図に
より示した図である。参照番号１１３Ａは、第１の形態における断面図の一例を示してい
る。点線で囲んだ部分との関連で、パーツ４０２とパーツ４０３との結合部分の結合角度
θを示している。参照番号１１３Ｂは、パーツ４０２とパーツ４０３との結合部分の結合
角度θが、参照番号１１３Ａの結合角度θよりも大きくなり、パーツ４０１とパーツ４０
４との距離が広がっている。この結果として図２に示すように腹部１１３の第１のパーツ
と第２のパーツとが離間により生じた隙間から内部部品２０１が露出する。参照番号１１
３Ｃ及び１１３Ｄでは、パーツ４０２とパーツ４０３との結合部分の結合角度θが左右で
異なるため、パーツ４０１がパーツ４０４に対して左右に傾いている。これにより腹部１
１３の姿勢が変化する。
【００２０】
　このように、パーツ４０１から４０４を組合せてなる構造体により、腹部１１３を変形
したり、姿勢を変化させたりすることが可能となる。
【００２１】
　次に、図３で示した第１のパーツ３０１、第２のパーツ３０２及び接続パーツ３０３の
役割について説明する。図６（Ａ）から（Ｄ）は、接続パーツ３０３を様々な角度で示し
た図である。図６（Ａ）は正面図、図６（Ｂ）は斜視図、図６（Ｃ）は右側面図、図６（
Ｄ）は、図６（Ａ）の線Ｂ－Ｂを切断面とした断面図である。図６（Ｆ）は、第２の形態
における直立姿勢（参照番号１１３Ｂに対応）における第１のパーツ３０１と第２のパー
ツ３０２との位置関係を示す背面の斜視図である。
【００２２】
　接続パーツ３０３の上側には、腹部１１３の第１のパーツ３０１の軸部６１１と係合に
より回動可能に支持するための係合部６０１が配置されている。接続パーツ３０３の回動
面は軸部６１１の軸線に直交する面である。接続パーツ３０３の下側には、腹部１１３の
第２のパーツ３０２の突起部６１２と結合するための結合孔６０２が設けられている。結
合孔６０２は、２つの円形孔を組み合わせたようなひょうたん型をしており、第１のパー
ツ３０１と第２のパーツ３０２との位置関係、或いは、互いの距離が、図２や図４で示し
たように変化し、人形模型が変形した場合であっても、変化前後のそれぞれの形態を維持
するように機能する。ひょうたん型のくぼみ部分６０３の径は、第２のパーツ３０２の突
起部６１２の直径よりも短くなっており、突起部６１２は結合孔６０２内を容易に上下に
移動することができない構造である。但し、本実施形態において、突起部６１２の結合孔
６０２内の移動を禁止するものではない。一定以上の力がかかった場合には、上下に移動
可能に構成することができる。このようにして、図４で示した構造において第１の形態、
または、第２の形態が実現された場合に、その状態を維持することができる。
【００２３】
　なお、図６では、結合孔６０２を２つの円形孔の組合せとしたが、独立した円形孔を縦
に２つ配置する形態であってもよい。
【００２４】
　図６（Ｃ）に示すように、係合部６０１は円形の溝を有しており、第１のパーツ３０１
に設けられた柱状の軸部６１１と係合して、接続パーツ３０３を第１のパーツ３０１に対
して回動可能に構成される。図５に示した構造体において第１の形態から第２の形態への
変化、或いは、第２の形態から第１の形態への変化に際しては、接続パーツ３０３の第２
のパーツ３０２に対するロック状態を接続パーツ３０３を第１のパーツ３０１に対して回
動することにより解除して、形態を変形した後に再度接続パーツ３０３を第２のパーツ３
０２に対してロック状態とする。
【００２５】
　図７は、第１のパーツ３０１、第２のパーツ３０２、接続パーツ３０３の接続関係を説
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明するための図である。図７では、図２の１１３Ａから１１３Ｄまでの４つの形態に対応
する、第１のパーツ３０１から接続パーツ３０３の状態を示す。ここで、第１のパーツ３
０１と第２のパーツ３０２とは実線で示し、接続パーツ３０３を点線で示している。接続
パーツ３０３には、係合６０１と結合孔６０２との位置を点線で示している。参照番号１
１３Ａにおいては、第１の形態において、第１のパーツ３０１と第２のパーツ３０２とが
ほぼ接するように位置しており（これを第１の位置関係という）、これにより突起部６１
２は結合孔６０２の上側の孔に位置している。結合孔６０２のひょうたん形の形状的特徴
により突起部６１２は上側の孔から下側の孔にスライドして移動することができない。移
動のためには、一旦パーツ３０３を軸部６１１を回転軸として回動させて、ロックを解除
した上で、第１のパーツ３０１と第２のパーツ３０２とを引き離して、再度ロック状態と
しなければならない。
【００２６】
　再度ロックされた状態が参照番号１１３Ｂで示すものであり、第１のパーツ３０１と第
２のパーツ３０２との距離は、第１の位置関係である参照番号１１３Ａで示す状態よりも
離れて位置している。このときの第１のパーツ３０１と第２のパーツ３０２との位置関係
を第２の位置関係という。第２の位置関係においては、突起部６１２は結合孔６０２の下
側の孔に位置している。そして、図４及び図５を参照して説明した内部の構造体に従って
、第１のパーツ３０１と第２のパーツ３０２との位置関係が変化する場合に、結合孔６０
２及び突起部６１２の形状が円形であるため、当該位置関係の変化に対応することができ
る。即ち、突起部６１２を軸として、腹部１１３の姿勢が変化するのに合わせて接続パー
ツ３０３を左右に回動させることができる。このときの接続パーツ３０３の回動面は、軸
６１１と平行の面であり、接続パーツ３０３が軸６１１を回動軸として回動する場合の回
動面とは直交している。
【００２７】
　なお、結合孔６０２と突起部６１２との結合力を高めるために、スナップボタン構造と
してもよい。例えば、突起部６１２の先端に段差を設けて根元側よりも太くし、結合孔６
０２の孔にも結合時に突起部６１２の先端を係止する突起を設けることができる。
【００２８】
　このように、本実施形態によれば、人形模型の腹部の構造体により、腹部を変形させる
ことが可能であると共に、接続パーツ３０３により変形前、変形後の状態をそれぞれ維持
することができる。その一方で、接続パーツ３０３は、変形後に構造体の変形による姿勢
変更を妨げないので、変形前後において、姿勢の変更を自由に行うことができる。
【００２９】
　発明は上記の実施形態に制限されるものではなく、発明の要旨の範囲内で、種々の変形
・変更が可能である。
【要約】
【課題】人形玩具の変形を維持しつつ、姿勢を変化させることを可能とする。
【解決手段】人形玩具を構成する玩具部品であって、第１の部品と、第２の部品と、前記
第１の部品と前記第２の部品との位置関係を制御する構造体と、前記第１の部品と前記第
２の部品とを接続する接続部材とを備え、前記接続部材は、前記第２の部品の突起部と接
続するための接続孔を有し、前記接続孔が、前記第１の孔において前記突起部と接続され
ている間において、第１の位置関係が維持され、前記第２の孔において前記突起部と接続
されている間において、第２の位置関係が維持される。
【選択図】図１
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